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試合中の携帯電話やトランシーバー等の通信機器の使用について 

 

上記標題につきまして、御連絡いたします。 

携帯電話やトランシーバー等の通信機器を、試合中に使用するチームが見られます。

指導者が携帯電話やトランシーバー等の通信機器を試合中に使用することは、小学生バ

レーボールの指導者として良いマナーとは考えておりません。 

日本小学生バレーボール連盟としては、試合中に携帯電話やトランシーバー等の通信

機器の使用について、下記のように取り扱うこととしますので、関係各位への周知をお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 取り扱い 

  試合中の携帯電話やトランシーバー等の通信機器の使用は、止むを得ず選手の安

全や健康管理上の観点から使用する場合を除き、ベンチにおいて使用を禁止します。

使用した場合は、６人制競技規則第２１条に従い、罰則の対象とします。  
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